
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 部活動と「ＡＷＡ★ＣＬＵＢ」のちがい 

 部活動 「ＡＷＡ★ＣＬＵＢ」 

運営主体 学校 地域の団体（市登録団体） 

指導者 教員、部活動指導員 地域指導者（教員を含む） 

参加者 通学する中学校生徒 中学校生徒等（校区制限なし） 

活動場所 通学する中学校施設 学校施設・地域施設（校区制限なし） 

費用負担 部費（部ごとで設定） 参加者の会費等(団体ごとで設定) 

保 険 日本スポーツ振興センター スポーツ安全保険（年間 800円） 

淡路市・部活動のこれからのかたち 

ＡＷＡ★ＣＬＵＢ 
         （あわ・くら） 

◆ 令和８年度「部活動」は「地域クラブ」へ 

部活動は今･･･ 
 部活動は今、大きな岐路に立たされていま

す。これまで中学生の成長に大きな役割を果

たしてきた部活動ですが、生徒数減少により

中学校ごとの活動が難しくなっています。今

のままでは、廃部などにより中学生がやりた

い活動を選ぶことができなくなります。この

ことから部活動は、中学校単位を超えた活動

に再編する必要があるのです。 

AWA★CLUBへ 
 淡路市は、中学生を主とする子どもたち

が、多様なスポーツ・文化芸術活動に参加

できる機会を確保するため、令和８年度途

中から、休日の活動を中学校単位を超えた 

 

 

に移行することを目指しています。 

淡路市地域クラブ活動 
＝「ＡＷＡ★ＣＬＵＢ」 

 

◆ 「ＡＷＡ★ＣＬＵＢ」とは 

「ＡＷＡ★ＣＬＵＢ」(通称あわ・くら) 

淡路市の中学生が部活動にかわり、スポ

ーツ・文化芸術に親しむための新たな活

動の場です。 

○ 淡路市は、部活動にかわる活動の場を「ＡＷＡ★
ＣＬＵＢ」と名付け、ガイドラインに沿った活動
を約束する指導者や団体運営者を公募し、審査の
上登録します。（登録制） 

○ 令和８年度途中から部活動を平日だけの活動と
し、休日の活動や大会出場を目指す活動を希望す
る中学生のための活動の場を「ＡＷＡ★ＣＬＵ
Ｂ」として提供します。 

○ できる限り中学生に参加してほしいですが強制
ではありません。 

○ 「ＡＷＡ★ＣＬＵＢ」の参加に必要な費用は、会
費として原則参加者負担の予定。（会費制） 

○ 「ＡＷＡ★ＣＬＵＢ」は中学校単位を超えた活動
のため、他の中学生との活動、場合により通学以
外の中学校での活動となります。 

○ 淡路市を拠点に活躍するスポーツ・文化芸術の関
係者に中学生の指導や支援を担っていただくこ
とで、これまでの部活動になかった競技や種目、
分野など、中学生の「やってみたい」活動の場の
確保を目指します。（右参照） 

○ 大会参加を目指す活動だけでなく、例えば「○○
体験教室」など、多くの中学生が参加しやすい場
づくりを「ＡＷＡ★ＣＬＵＢ」に依頼します。 

中学生の「やりたい」を実現 
 
淡路市では、様々なスポーツや文化

芸術活動に尽力されている方々がおら

れ、「ＡＷＡ★ＣＬＵＢ」の可能性が期

待されます。淡路市スポーツ協会、淡路

市文化協会所属団体だけでも以下のと

おりです。 
 

【スポーツ活動】 

グラウンド・ゴルフ、ゲートボール 

剣道、硬式テニス、ゴルフ 

サッカー、柔道、少林寺、水泳 

相撲、ソフトテニス、ソフトボール 

卓球、軟式野球、バスケット 

バドミントン、バレー、ペタンク 

マレットゴルフ、ラグビー、陸上 

【文化芸術活動】 

音楽 15分野、芸術/舞踊 6分野 

華道/茶道 3分野、書道/文芸 4分野 

美術 6分野、盆栽 2分野 

工作/手芸 10分野、写真 など 

いつか「ＯＵＲ★ＣＬＵＢ（私たちのクラブ）」
と呼ばれる存在を目指して！ 



◆ 淡路市の部活動地域移行・今後の見通し 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平日：部活動（それまでから継続して活動） 

 

休日：ＡＷＡ★ＣＬＵＢなどへの参加 

 
・ＡＷＡ★ＣＬＵＢは、基本的に休日のみの活動です。 
・できる限り中学生に参加してほしいですが強制ではありません。 
・大会出場は出場を受け入れるＡＷＡ★ＣＬＵＢが担います。 
・どの競技や分野の活動がどの中学校にできるのかについて
は、地域クラブがこれから新たに立ち上がるため、令和７年
度にお伝えすることになります。 

・ＡＷＡ★ＣＬＵＢでは、新たに傷害保険加入が必要（学校管
理外活動であるため）です。 

・参加費用などの詳細は、新たに立ち上がるＡＷＡ★ＣＬＵＢ
の募集の際に情報提供される予定です。 

令和７年度 令和８年度 

部活動 

【休日】ＡＷＡ★ＣＬＵＢなど 

令和９年度 

平
日 

休
日 

【平日】部活動・活動可能なＡＷＡ★ＣＬＵＢ 部活動 
（教員と地域指導者

の連携指導） 

・
部
活
動
は
平
日
の
み
に
な
り
ま
す
。

（
令
和
８
年
度
途
中
か
ら
） 

・
休
日
に
行
わ
れ
る
大
会
等
へ
の
出

場
は
、
基
本
的
に
Ａ
Ｗ
Ａ
★
Ｃ
Ｌ

Ｕ
Ｂ
が
担
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

・
部
活
動
と
Ａ
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Ｃ
Ｌ
Ｕ
Ｂ
の

両
方
に
参
加
す
る
場
合
、
異
な
る

競
技
・
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野
に
参
加
で
き
ま
す
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情報発信 

生徒・保護者への説明 

ＡＷＡ★

ＣＬＵＢ 

参加申込 

見

学 

体

験 

ＡＷＡ★ＣＬＵＢ 

・指導者・団体運営者

の公募 

・活動場所等の調整 

実
施
計
画 

・ＡＷＡ★ＣＬＵＢ指導者・運営団体の自立促進および研修 

・平日部活動、ＡＷＡ★ＣＬＵＢ参加中学生・保護者支援 

ＡＷＡ★ＣＬＵＢなどへの新たな参加 

◆淡路市地域クラブ（AWA★CLUB）指導者等の公募 
 
淡路市では、中学生が、希望するスポーツ・文化芸術活動に親しみ、打ち込むことがで

きるよう、指導者もしくは団体運営者を公募しています。年間を通じた活動だけでなく、

短期間の活動も可能となっています。 

【公募内容】 

（１）ＡＷＡ★ＣＬＵＢ指導者 ➡ ガイドライン遵守の承諾などを要件に中学生の指導・

支援を担う人材を公募します。 

（２）ＡＷＡ★ＣＬＵＢ団体運営者 ➡ ＡＷＡ★ＣＬＵＢが組織的で持続可能な団体とな

るよう運営を担う人材を公募します。 

（３）淡路市の中学生に活動紹介を希望する団体 ➡ ＡＷＡ★ＣＬＵＢ 

登録は行わないが、淡路市を通じて中学生に活動紹介を希望す 

る団体を公募します。 
 
                    ※詳細は右ＱＲコードから 

 

◆淡路市の部活動地域移行についての Q&A   

               こちらからご覧になれます➡ 
 

            令和６年制作：淡路市教育委員会 

 

・学校施設等環境

整備 

部
活
動
（平
日
） 

AWA★CLUB（休日） 

令和１０年度 


